
令和8(2026)年度八幡市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

1. 目標

2. 位置付け

3. 取組内容・目標・実績
令和8(2026)年度取組内容
【財政的支援】

ⅰ） 耐震診断費の一部補助を行う。
ⅱ） 耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一部補助を行う。

【普及啓発等】
ⅰ） 住宅所有者に対する市の間接的な耐震改修の促進

・ 自治会を通じ、住宅耐震化を促すチラシの回覧を実施する。
ⅱ） 耐震診断事業利用者に対する耐震改修の促進

・ 結果報告時に市の職員も同席し、耐震改修の補助内容や税の優遇措置に
ついて説明を行う。

・ 一定期間を経過しても耐震改修を行っていない診断事業利用者に対して、
耐震改修促進のダイレクトメールを送付する。（令和5、6年度分対象）

ⅲ） 耐震改修事業者の技術力の向上等
・ 京都府実施の改修事業者の技術力向上に係る取組と連携をし、推進を図る。
・ 京都府作成の耐震改修事業者リストを耐震診断実施者に配布・案内する。

ⅳ) 一般への周知普及
・ 広報紙にて耐震改修の必要性について周知を図る。
・ 市民を対象とした耐震改修の説明会や展示を年1回以上実施する。
・ 耐震改修の補助の内容等を記載したリーフレットを都市整備課窓口に設置し、

周知を図る。

令和7(2025)年度目標
耐震診断費補助戸数 40 戸
本格改修費補助戸数 30 戸
簡易改修費補助戸数 12 戸 ※耐震シェルター補助戸数も含む。
令和7(2025)年度の実績
耐震診断費補助戸数 20 戸
本格改修費補助戸数 26 戸
簡易改修費補助戸数 2 戸
耐震シェルター補助戸数 0 戸
令和6(2024)年度までの累積
耐震診断費補助戸数 616 戸 (平成17(2005)年度からの累計)
本格改修費補助戸数 347 戸 (平成20(2008)年度からの累計）
簡易改修費補助戸数 215 戸 (平成24(2012)年度からの累計）
耐震シェルター補助戸数 0 戸 (平成28(2016)年度からの累計）

　プログラムは、「京都府住宅・建築物安全ストック形成等整備計画(防災・安全)(第4期計画)(重点
計画)」に基づき策定する。

計
画

　八幡市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(以下「プログラム」という。)を策定する。本プロ
グラムは、毎年度、取組を定め、その進捗状況の把握や評価するとともにプログラムの改善を図
り、住宅の耐震化を推進することにより、府の耐震改修促進計画に定める「耐震性が不十分なもの
をおおむね解消すること」を達成することを目標とする。



前年度(令和7年度)の取組実績
【財政的支援】

ⅰ） 耐震診断費の一部補助について
・前年度との補助戸数の比較

耐震診断
令和6(2024)年度 71
令和7(2025)年度 20

ⅱ） 耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一部補助について
・前年度との補助戸数の比較

本格改修 簡易改修
令和6(2024)年度 22 8
令和7(2025)年度 26 2

【普及啓発等】
ⅰ） 住宅所有者に対する市の直接的な耐震改修の促進

・ 全自治会の回覧板を用いて啓発チラシにて制度周知を行った。
ⅱ） 耐震診断事業利用者に対する耐震改修の促進

・ 令和5年度に耐震診断を実施したが耐震改修事業の申請をしていない住宅への
ダイレクトメールは、令和8年度に制度変更を予定しているため、令和8年度に2か
年分合わせて実施することにした。

ⅲ） 耐震改修事業者の技術力の向上等
・ 耐震診断事業(全20件)の報告時に、住宅所有者へ耐震改修事業者リストを配

布した。
ⅳ) 一般への周知普及

・ 「広報紙やわた」4月号で地震被害を最小限にするために、住宅の耐震性確保
の重要性を周知し、耐震診断・耐震改修の補助制度を案内した。

・ 市役所1階のエントランスでパネル展示を実施した。
展示日：令和7年6月16日（月）～令和7年6月20日（金）
住宅の耐震性確保の重要性を周知し、耐震化を促すパネル展示

・ 耐震フェア2025inMOMOテラスの開催
商業施設MOMOテラスにて、京都府及び関係市町と協力し、一般市民向けの
啓発イベントを開催した。開催日：令和7年6月21日（土）

・ 耐震改修の補助の内容等を記載したリーフレットを都市整備課窓口に設置し、
周知を図った。

前年度(令和7年度)の評価
・前年度までに市内の全地区へのポスティングを行った反響もあり4月より申請受付を開始
　したが7月末で定数に達したため受付を終了した。

・今後も耐震化の推進に向け、引き続き補助事業の利用促進を図る必要がある。

改善策
・引き続き広報やホームページによる周知や、防災イベント等の参加等を積極的に行い、耐震
　改修の普及啓発や補助内容をPRする。

自
己
評
価


